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  附則 

   第１章 総則 

  （設置） 

第１条 防衛医科大学校における教育用器材、研究用器材及び医療用器材（以下「器

材」という。）の整備に関する事項を審議し、もって予算の適正、かつ、効率的執

行を図るため、防衛医科大学長（以下「学校長」という。）の諮問機関として、器

材委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

   第２章 委員会 

 （構成） 

第２条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

(１) 副校長（教育、診療、学生・防衛医学研究担当） 

(２) 医学教育部長 

(３) 病院長 



             

(４) 医学科の講座を担当する教授 

(５) 各号に掲げる者のほか、教授、准教授及び講師のうちから学校長の指名する者 

２ 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、副校長（教育担当）を、副委員

長は、副校長（診療担当）をもって充てる。 

３ 第１項第６号の委員の任期は２年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期

は、前任の委員の残任期間とする。 

 （審議事項） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。 

 (１) 器材の整備計画に関すること。 

 (２) 器材の仕様に関すること。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、器材の整備に関すること。 

 （会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の３分の２以上の出席がなければ議事を審議することができな

い。 

３ 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の教官を出席させ又は部外の学識経験

者の出席を要請し、意見を求めることができる。 

   第３章 分科会等 

    第１節 通則 

 （設置） 

第５条 委員会に、医学研究の実施にあたり、共同して利用する研究用器材（以下

「共同利用研究用器材」という。）及び医療用器材に関する専門的事項を審議させ

るため、次の分科会を置く。 

(１) 共同利用研究用器材分科会 

(２) 医療用器材分科会 

２ 前項に定める各分科会及び第15条並びに第16条に定める委員会等（以下「各分科

会等」という。）による調整審議の結果を全体的に整理、調整し、委員会の円滑な

運営を図るため、総合分科会を置く。 

    第２節  総合分科会 

 （構成） 

第６条 総合分科会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

 (１) 医学教育部長 

(２) 医学教育研修センター長 

(３) 医学教育開発官 

(４) 事務局総務部総務課長 

(５) 事務局企画部主計課長 

(６) 事務局総務部経理課長 



(７) 医学教育研修センター事務長 

(８) 器材委員会委員として指名されている者のうちから、学校長が指名する者 

   ア 医学科の学科目を担当する教授  １名 

   イ 医学科の講座を担当する教授   ４名 

   ウ 看護学科の講座を担当する教授  １名 

(９) 動物実験施設長 

(10) 共同利用研究施設長 

(11) 病院副院長（管理・運営担当） 

(12) 防衛医学研究センター長 

２ 総合分科会に分科会長及び副分科会長を置き、分科会長に医学教育部長を、副分

科会長に医学教育研修センター長をもって充てる。 

３ 第１項第７号の委員の任期は２年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期

は、前任の委員の残任期間とする。 

 （審議事項） 

第７条 総合分科会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (１) 第３条に定める審議事項の細部に関すること。 

 (２) 各分科会等の審議結果の調整､整理に関すること。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、防衛医科大学校（以下「学校」という。）におけ

る器材整備全般に関すること。 

 （会議） 

第８条 総合分科会は、必要に応じ、その都度分科会長が召集する。 

２ 総合分科会は、委員の３分の２以上の出席がなければ、議事を審議することがで

きない。 

３ 総合分科会長は、必要に応じ、総合分科会に委員以外の職員を出席させ又は部外

の学識経験者の出席を要請し、意見を求めることができる。 

    第３節 共同利用研究用器材分科会 

 （構成） 

第９条 共同利用研究用器材分科会（以下「共利研分科会」という。）は、委員10人

以内で構成する。 

２ 委員は、委員会委員のうちから学校長が指名する。 

３ 共利研分科会に分科会長を置く。分科会長は、委員の互選により定める。 

４ 委員の任期は２年とし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。ただし、再任を妨げない。 

 （審議事項） 

第１０条 共利研分科会は、次に掲げる事項を審議する｡ 

(１) 共同利用研究用器材の整備計画に関すること。 

(２) 共同利用研究用器材の仕様に関すること。 



             

(３) 前２号に掲げるもののほか、共同利用研究用器材の整備に関すること。 

 （会議） 

第１１条 第８条の規定は、共利研分科会の会議について準用する。 

    第４節 医療用器材分科会 

 （構成） 

第１２条 医療用器材分科会は、次に掲げる委員をもって構成する。 

(１) 病院長 

(２) 臨床課程担当の教授 

(３) 前２号に掲げる者のほか委員会委員のうちから学校長の指名する者 

２ 医療用器材分科会に分科会長を置く。分科会長は、病院長をもって充てる。 

  （審議事項） 

第１３条 医療用器材分科会は、次に掲げる事項を審議する。 

(１) 医療用器材の整備計画に関すること。 

(２) 医療用器材の仕様に関すること。 

(３) 前２号の掲げるもののほか、医療用器材の整備に関すること。 

 （会議） 

第１４条 第８条の規定は、医療用器材分科会の会議について準用する。 

    第５節 医学教育部の器材整備 

 （審議事項） 

第１５条 医学教育部長は、医学教育部（共同利用研究施設を除く。以下に同じ。）

に関する教育研究用器材について、別に定める委員会等を構成し、次に掲げる事項

を審議する。 

(１) 教育研究用器材の整備計画に関すること。  

(２) 教育研究用器材の仕様に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育研究用器材の整備に関すること。 

    第６節 防衛医学研究センターの器材整備 

 （審議事項） 

第１６条 防衛医学研究センター長は、防衛医学研究センターに関する研究用器材に

ついて、防衛医学研究センター管理及び運営に関する達（平成８年防衛医科大学校

達第11号）第２条に定める委員会において次に掲げる事項を審議する。 

 (１) 研究用器材の整備計画に関すること。 

 (２) 研究用器材の仕様に関すること。 

 (３) 前２号に掲げるもののほか、研究用器材の整備に関すること。 

    第７節 答申及び報告等 

 （総合分科会への通知等） 

第１７条 医学教育部長、共利研分科会長、医療用器材分科会長及び防衛医学研究セ

ンター長（以下「各分科会等の長」という。）は、当該分科会等の調査審議の結果



を原則として毎年１月末までに総合分科会長に通知するものとする。 

２ 総合分科会長は、各分科会長に対し、必要の都度、資料の作成又は、提出された

資料についての説明を求めることができる。 

  （報告） 

第１８条 総合分科会長は、前条第１項の通知に基づき審議した結果を原則として毎

年２月20日までに委員会に報告するものとする。 

２ 委員会は、必要の都度、学校長に委員会の審議状況等について報告しなければな

らない。 

 （答申） 

第１９条 委員会の委員長は、前条第１項の報告に基づき審議した結果を原則として

毎年２月末までに学校長に答申するものとする。 

   第４章 雑則 

 （庶務） 

第２０条 委員会及び共利研分科会の庶務は医学教育研修センター事務部において、

医療用器材分科会の庶務は病院において行う。 

 （委任規定） 

第２１条 この達の実施に関し必要な細部事項は、学校長の承認を得て、委員長が定

める。 

   附 則 

 この達は、昭和５２年１月２１日から施行する。 

   附 則     

 この達は、昭和５２年４月１８日から施行する。 

     附 則 

 この達は、昭和５４年４月４日から施行する。 

      附 則 

 この達は、平成元年５月２９日から施行する。 

      附 則 

  この達は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この達は、平成８年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成９年１月２７日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成１９年３月２８日から施行する。 

   附 則 



             

 この達は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、令和３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この達は、令和５年７月１日から施行する。 


